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衆
議
院
議
員
小
沢
和
秋
君
外
一
名
提
出
諫
早
湾
干
拓
事
業
の
進
行
に
伴
う
環
境
破
壊
拡
大
と
短
期
開
門
調
査
結
果
の
評

価
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

（
一
）
に
つ
い
て

独
立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
西
海
区
水
産
研
究
所
、
福
岡
県
水
産
海
洋
技
術
セ
ン
タ
ー
、
佐
賀
県
有
明
水
産

振
興
セ
ン
タ
ー
、
長
崎
県
総
合
水
産
試
験
場
及
び
熊
本
県
水
産
研
究
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
関
係
研
究
機
関
」
と
い
う
。
）
は
、

平
成
十
五
年
七
月
二
十
二
日
に
、
「
有
明
海
に
お
い
て
、
平
成
十
五
年
五
月
六
日
に
発
見
さ
れ
、
五
月
二
十
日
頃
ま
で
継
続

が
確
認
さ
れ
た
粘
質
状
浮
遊
物
は
、
介
類
や
底
生
生
物
の
生
殖
活
動
等
に
伴
っ
て
海
水
中
に
放
出
さ
れ
た
粘
質
物
が
、
変
質

し
な
が
ら
海
底
上
や
海
水
中
を
浮
遊
す
る
間
に
、
底
泥
や
動
・
植
物
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
等
が
付
着
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
た
」

と
い
う
取
り
ま
と
め
を
行
っ
て
い
る
が
、
粘
質
物
を
放
出
し
た
生
物
の
種
ま
で
は
特
定
し
て
い
な
い
。
関
係
研
究
機
関
に
お

い
て
は
、
発
生
原
因
の
解
明
に
向
け
て
、
引
き
続
き
調
査
研
究
を
行
っ
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

（
二
）
に
つ
い
て

御
指
摘
の
粘
質
状
浮
遊
物
の
発
生
が
確
認
さ
れ
た
最
初
の
日
は
、
平
成
十
五
年
五
月
六
日
で
あ
り
、
一
方
、
国
営
諫
早
湾

土
地
改
良
事
業
（
以
下
「
本
事
業
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
平
成
十
四
年
九
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
十
五
年
五
月
七
日

一



ま
で
の
間
、
生
石
灰
を
使
用
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
本
事
業
で
使
用
さ
れ
た
生
石
灰
が
御
指
摘
の
粘
質
状
浮
遊
物
の
発
生

原
因
と
な
っ
た
と
は
考
え
て
い
な
い
。

な
お
、
本
事
業
に
お
い
て
は
、
生
石
灰
を
使
用
す
る
工
事
の
施
工
に
当
た
っ
て
は
、
水
素
イ
オ
ン
濃
度
の
監
視
に
加
え
、

諫
早
湾
干
拓
事
業
の
進
行
に
伴
う
漁
業
被
害
と
環
境
破
壊
拡
大
へ
の
対
応
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
（
平
成
十
五
年

八
月
二
十
九
日
内
閣
衆
質
一
五
六
第
一
二
五
号
。
以
下
「
前
回
答
弁
書
」
と
い
う
。
）
（
四
）
か
ら
（
六
）
ま
で
に
つ
い
て

で
述
べ
た
と
お
り
、
周
辺
へ
の
生
石
灰
の
飛
散
を
防
止
す
る
た
め
の
施
工
条
件
を
設
定
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
工
事

に
伴
う
排
水
を
処
理
す
る
等
の
対
策
を
講
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
諫
早
湾
の
水
質
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
て

い
る
。

（
三
）
に
つ
い
て

調
整
池
は
、
水
質
の
浄
化
を
目
的
と
し
て
設
置
し
た
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
本
明
川
上
流
・
下
流
及
び
河
口
並
び
に
調

整
池
中
央
の
各
地
点
に
お
け
る
水
質
観
測
結
果
に
つ
い
て
は
、
別
表
一
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
四
）
及
び
（
五
）
に
つ
い
て

前
回
答
弁
書
（
十
）
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
調
整
池
の
水
質
は
基
本
的
に
は
流
入
河
川
の
水
質
を
反
映
し
て
お
り
、

二



そ
の
水
質
保
全
対
策
は
、
調
整
池
の
浄
化
対
策
だ
け
で
な
く
、
流
入
河
川
の
水
質
を
改
善
す
る
た
め
の
生
活
排
水
対
策
や
水

質
保
全
規
制
等
が
必
要
で
あ
る
た
め
、
国
、
長
崎
県
、
関
係
市
町
等
の
関
係
機
関
が
連
携
し
て
対
処
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

り
、
こ
れ
ら
の
対
策
を
推
進
し
、
事
業
完
了
時
に
は
、
環
境
保
全
目
標
を
達
成
で
き
る
よ
う
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

な
お
、
下
水
道
、
農
業
集
落
排
水
施
設
、
合
併
処
理
浄
化
槽
等
の
整
備
に
よ
る
生
活
排
水
対
策
に
つ
い
て
は
、
長
崎
県
が

策
定
し
た
諫
早
湾
干
拓
調
整
池
水
質
保
全
計
画
に
従
い
、
関
係
機
関
が
協
力
し
て
順
次
事
業
が
進
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
り
、
各
事
業
主
体
に
よ
り
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
事
業
費
及
び
地
元
負
担
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
な
い
。

（
六
）
に
つ
い
て

農
林
水
産
省
に
設
置
さ
れ
て
い
る
中
・
長
期
開
門
調
査
検
討
会
議
（
以
下
「
検
討
会
議
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
様

々
な
立
場
の
者
か
ら
意
見
を
聴
い
た
上
で
、
中
・
長
期
開
門
調
査
に
係
る
必
要
な
論
点
を
整
理
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
御

指
摘
の
佐
々
木
氏
ら
の
研
究
結
果
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
な
い
が
、
検
討
会
議
に
提
出
さ
れ
た
御
意
見
に
つ
い
て
は
、
検

討
会
議
の
委
員
に
紹
介
し
、
必
要
に
応
じ
検
討
会
議
で
検
討
す
る
考
え
で
あ
る
。

（
七
）
に
つ
い
て

海
域
環
境
施
設
は
、
前
回
答
弁
書
（
十
九
）
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
事
業
実
施
に
伴
う
環
境
の
変
化
を
で
き
る
限

三



り
小
さ
く
す
る
観
点
か
ら
設
置
す
る
も
の
で
あ
る
。

海
域
環
境
施
設
を
設
置
し
な
け
れ
ば
、
排
水
門
か
ら
の
排
水
が
潮
受
堤
防
設
置
前
の
ミ
オ
筋
（
流
路
）
の
方
向
と
異
な
る

諫
早
湾
浅
海
域
に
達
す
る
場
合
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
よ
う
な
影
響
を
で
き
る
限
り
小
さ
く
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
い

ず
れ
に
し
て
も
諫
早
湾
外
の
海
域
環
境
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。

（
八
）
に
つ
い
て

り
ん

潜
堤
は
、
調
整
池
の
浅
水
域
で
生
じ
る
風
に
よ
る
底
泥
の
巻
上
げ
と
、
こ
れ
に
伴
う
燐
等
の
濃
度
上
昇
を
抑
制
す
る
も
の

で
あ
り
、
調
整
池
の
水
質
保
全
の
効
果
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
九
）
に
つ
い
て

海
域
環
境
施
設
及
び
潜
堤
が
調
整
池
へ
の
海
水
の
導
入
及
び
排
水
に
支
障
に
な
る
と
は
考
え
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ

ら
の
施
設
の
設
置
が
、
中
・
長
期
開
門
調
査
の
実
施
の
障
害
と
な
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。

（
十
）
に
つ
い
て

中
・
長
期
開
門
調
査
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
検
討
会
議
で
取
り
ま
と
め
ら
れ
る
論
点
を
踏
ま
え
、
こ
れ
を
判
断
す
る
こ

と
と
し
て
い
る
。

四



ま
た
、
前
回
答
弁
書
（
十
五
）
に
つ
い
て
で
は
、
浮
遊
物
質
量
に
は
、
懸
濁
態
の
有
機
物
及
び
栄
養
塩
類
（
窒
素
、
燐
）

が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
、
浮
遊
物
質
量
の
低
下
の
原
因
と
し
て
、
凝
集
効
果
に
つ
い
て
も
考
慮
し
て
い
る
こ
と
を

答
弁
し
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
平
成
十
五
年
五
月
八
日
に
農
林
水
産
省
九
州
農
政
局
（
以
下
「
九
州
農
政
局
」
と
い
う
。
）
が
公
表
し
た
短
期
開

門
調
査
報
告
書
概
要
版
及
び
短
期
開
門
調
査
報
告
書
の
要
約
の
部
分
に
お
い
て
は
、
海
水
導
入
に
よ
り
化
学
的
酸
素
要
求
量

（
以
下
「
Ｃ
Ｏ
Ｄ
」
と
い
う
。
）
及
び
栄
養
塩
類
の
濃
度
が
低
下
し
た
原
因
に
つ
い
て
、
凝
集
効
果
を
含
む
趣
旨
で
「
希
釈

効
果
等
」
と
記
述
し
て
い
る
。

（
十
一
）
に
つ
い
て

短
期
開
門
調
査
に
お
け
る
観
測
結
果
に
基
づ
い
て
、
調
整
池
の
負
荷
収
支
を
計
算
し
た
と
こ
ろ
、
希
釈
効
果
が
海
水
導
入

に
よ
る
Ｃ
Ｏ
Ｄ
及
び
栄
養
塩
類
の
濃
度
低
下
の
主
た
る
理
由
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
九
州
農
政
局
に
設
置
さ
れ

て
い
る
開
門
総
合
調
査
運
営
会
議
に
お
け
る
学
識
経
験
者
に
よ
る
検
討
を
踏
ま
え
、
短
期
開
門
調
査
報
告
書
概
要
版
及
び
短

期
開
門
調
査
報
告
書
に
お
い
て
「
希
釈
効
果
等
」
と
記
述
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
十
二
）
に
つ
い
て

五



前
回
答
弁
書
（
十
六
）
に
つ
い
て
に
お
い
て
は
、
短
期
開
門
調
査
に
お
け
る
観
測
結
果
に
基
づ
い
て
、
河
川
か
ら
の
流
入

量
、
巻
上
げ
量
、
沈
降
量
、
海
域
へ
の
排
水
量
等
を
算
定
し
て
、
調
整
池
に
お
け
る
Ｃ
Ｏ
Ｄ
、
栄
養
塩
類
等
の
負
荷
収
支
を

総
合
的
に
解
析
し
た
結
果
と
し
て
、海
域
へ
の
負
荷
量
は
海
水
導
入
前
に
比
べ
む
し
ろ
増
加
し
た
と
答
弁
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
計
算
に
よ
れ
ば
、
海
水
導
入
期
間
中
の
巻
上
げ
量
が
海
水
導
入
前
と
比
較
し
て
減
少
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
海
域
へ

の
負
荷
量
が
増
加
す
る
結
果
と
な
っ
た
原
因
は
、
御
指
摘
の
「
汚
濁
物
質
が
、
導
入
さ
れ
た
海
水
に
よ
っ
て
凝
集
・
沈
降
し

一
時
的
に
排
出
さ
れ
た
結
果
」
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

（
十
三
）
に
つ
い
て

調
整
池
か
ら
海
域
へ
の
負
荷
量
は
、
基
本
的
に
は
調
整
池
に
流
入
す
る
負
荷
量
を
反
映
し
て
お
り
、
あ
る
時
期
の
調
整
池

の
水
質
が
改
善
さ
れ
て
い
た
か
ら
と
い
っ
て
、
海
域
へ
の
負
荷
量
が
長
期
的
に
減
少
す
る
と
は
言
え
な
い
と
考
え
て
い
る
。

（
十
四
）
に
つ
い
て

（
十
）
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
中
・
長
期
開
門
調
査
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
検
討
会
議
で
取
り
ま
と
め
ら
れ
る

論
点
を
踏
ま
え
て
、
こ
れ
を
判
断
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
な
お
、
諫
早
干
潟
の
浄
化
機
能
に
つ
い
て
は
、
九
州
農
政
局
が

実
施
し
て
い
る
開
門
総
合
調
査
の
一
環
と
し
て
、
過
去
の
調
査
デ
ー
タ
等
を
用
い
た
数
値
解
析
に
よ
り
検
討
し
て
い
る
と
こ

六



ろ
で
あ
る
。

（
十
五
）
に
つ
い
て

北
部
承
水
路
掘
削
工
事
を
受
注
し
て
い
る
五
洋
・
り
ん
か
い
諫
早
湾
干
拓
事
業
北
部
承
水
路
建
設
工
事
共
同
企
業
体
に
対

し
て
、漁
業
者
等
の
工
事
阻
止
行
動
に
よ
り
工
事
が
中
断
し
た
期
間
に
お
け
る
掘
削
重
機
等
の
損
料
を
支
出
す
る
こ
と
と
し
、

ま
た
、
北
部
承
水
路
掘
削
工
事
の
工
期
内
に
お
い
て
、
工
事
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
に
必
要
な
仮
設
ポ
ン
プ
の
運
転
、
短
期

開
門
調
査
の
背
後
地
対
策
工
事
及
び
防
護
柵
設
置
工
事
を
緊
急
に
実
施
す
る
必
要
が
生
じ
た
こ
と
か
ら
、
現
場
の
諸
条
件
を

熟
知
し
て
お
り
、
近
く
で
工
事
を
し
て
い
て
、
速
や
か
に
対
応
で
き
る
当
該
共
同
企
業
体
に
対
し
、
こ
れ
ら
の
工
事
を
追
加

発
注
し
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
工
事
中
断
に
伴
う
損
料
は
約
五
千
百
万
円
、
仮
設
ポ
ン
プ
運
転
管
理
費
は
約
一
億
二
百
万
円
、
短
期
開
門
調
査
の

背
後
地
対
策
工
事
費
は
約
六
千
二
百
万
円
、
更
に
は
防
護
柵
設
置
工
事
費
は
約
八
百
万
円
と
な
っ
て
い
る
。

（
十
六
）
に
つ
い
て

本
事
業
の
事
業
費
の
年
度
別
の
実
績
及
び
見
込
み
は
、
別
表
二
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
た
、
国
、
長
崎
県
及
び
受
益
農
家

そ
れ
ぞ
れ
の
負
担
額
は
、
本
事
業
の
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
に
伴
い
新
た
に
造
成
さ
れ
る
農
地
面
積
が
当
初
予
定
の
ほ

七



ぼ
半
分
と
な
っ
た
経
緯
を
踏
ま
え
、
今
後
、
決
定
す
る
予
定
で
あ
る
。

（
十
七
）
に
つ
い
て

諫
早
湾
地
域
資
源
等
利
活
用
検
討
協
議
会
は
、
潮
受
堤
防
、
内
部
堤
防
及
び
調
整
池
に
つ
い
て
、
本
事
業
に
お
け
る
こ
れ

ら
の
本
来
の
目
的
に
供
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
上
で
、
こ
れ
に
加
え
て
、
魅
力
あ
る
地
域
づ
く
り
に
寄
与
す
る
地
域
資
源

と
し
て
利
活
用
す
る
方
策
を
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
置
し
た
も
の
で
あ
り
、
本
事
業
の
目
的
を
変
更
す
る
も
の
で

は
な
い
。
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